
「独立役員届出書」

〔提出会社情報〕 〔独立役員が確保されていない場合〕

会社名 コード 2137

提出区分

〔独立役員〕 〔独立役員の異動に関する情報〕

氏　名
異動(予定)日
(yyyy/mm/dd)

〔独立役員の属性等〕 ※一斉届出の場合は〔独立役員の異動に関する情報〕欄の記入は不要です。

a1．上場会社の親会社の業務執行者

a2．上場会社の兄弟会社の業務執行者

b1．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

b2．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

d．上場会社の主要株主

e1．上場会社又はその子会社の業務執行者

※　記入後に、必ず確認ボタンをクリックしてください。
　　この確認ボタンにより、記入漏れ等の形式チェックを行います。エラーメッセージが表示された場合は、
　　メッセージの内容をご確認のうえ、記入漏れの追加等を行ったうえで、再度確認ボタンをクリックしてください。

1独立役員通番

提出日
(yyyy/mm/dd)

2010/03/30

〔独立役員届出書の内容を確認し、企業行動規範に関する規則、同取扱い及び有価証券上場規程に関する取扱い要領に基づい
　て独立役員に係る届出をすることについての本人の同意〕

e2．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（独立役員
　が社外監査役の場合）

a1～e2のいずれかに該当している場合には、その左にあるチェックボックスをチェックしてください。[本人]又は[近親者]のどち
らかを選び、[現在・最近]又は[過去]のどちらかを選んでください。
いずれにも該当しない場合には、下の[a1～e2のいずれにも該当しない場合]にチェックしてください。

一斉届出

〔該当状況についての説明〕
※上記a1～e2のいずれにも該当していない場合には、「該当事項なし」と記入してください。

光ハイツ・ヴェラス

該当事項なし

板倉暢宏氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、当社の財務および会計を重点として、取締役会、その他臨時取締役会に出席し、独立的な立場からの意見の具
申と、客観的な監査が可能と考えております。また、同氏は会社法が定める社外性をを有すると共に、有価証券上場規程等に定める一般株主と利益相反が生じる恐れ
のない社外監査役として独立性を有しております。さらに、一般株主保護の観点から、経営から独立した存在として位置づけられると判断し独立役員として指定いたしま
した。

板倉暢宏

社外取締役／社外監査役 社外監査役

異動理由

〔独立役員の指定理由等〕
この独立役員届出書によって届け出る社外取締役又は社外監査役を独立役員として指定する理由を記入してください。
指定理由の記入に際しては、以下の点にご留意ください。
※上記a1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反の
　生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由を記入してください。
※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針を記入してください。

c．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサル
　タント、会計専門家、法律専門家

本人 近親者
現在・
最近 過去

a1～e2のいずれにも該当しない場合

確　認

独立役員が確保されていない

同意している
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